
6－13  低炭素建築物の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年12月４日施行）

担
当

１．低炭素建築物の認定制度とは？（法第53条）
　　市街化地域等内において低炭素化に資する措置を一定以上講じた建築物について所管行政庁

の認定を受けることができます。認定されると一定の税制優遇や容積緩和（低炭素化に資する

設備等を設ける部分が対象）等が受けられます。

２．認定基準の概要
　　認定の基準は下記の通りです。

　　①　建築物のエネルギー消費性能に関する誘導基準

　　②　誘導すべきその他の措置

　　③　再生可能エネルギーの導入

　　④　基本方針

　　⑤　資金計画

　　詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

３．認定を受けるには？
　　まず、申請地の敷地条件を確認してください。事前に各種手続きが必要な区域や、認定でき

ない区域があります。その後、各々の認定基準を満たすように建物を設計し、『確認済証』

（注１）と『適合証』（注２）を取得後、必要書類を揃えて着工前に認定申請してください。

　　注１『確認済証』は建築基準法及び関係法令に適合していると認められると建築主事または

指定確認検査機関から交付されます。ただし低炭素認定で容積緩和の適用を受ける場合に

は、確認済証が発行される前に認定される必要があります。

　　注２『適合証』は民間の登録建築物エネルギー消費性能判定機関や登録住宅性能評価機関

（住宅についてのみ）で技術的審査を受け、適合が確認されると発行されます。

　　認定を受けるための申請書等は、国土交通省のホームページでご確認の上、作成をお願いい

たします。申請は、申請書等のほか、以下の書類を添付の上で正副２部提出してください。

　　①　委任状（代理者を立てた場合、自署が必要。自署に替えて押印でも可。）

　　②　技術的審査適合証、又は、設計住宅性能評価書の写し

４．認定を受けた後の手続き
　　工事完了時には、『工事完了報告書』を提出してください。

５．その他
　　・延べ面積が10,000㎡を超える建築物については東京都にご相談ください。

　　・詳しい内容や提出に用いる様式については、国土交通省や区のホームページをご覧ください。

　　・令和４年10月１日、11月７日の改正法施行に伴い、評価方法や基準の変更・引上げが行わ

れました。申請様式も変更されましたので、ご注意ください。

　　・複数住戸を有する共同住宅等を申請される場合、受付にお時間を頂くため、予めのご連絡

にご協力をお願いいたします。
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